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第 1章 総則

（この規程の目的）

第 1条 この規程は、警察表彰規則（昭和 29 年 8月国家公安委員会規則第 14号。以下
「表彰規則」という。）に基き、警視庁警察職員（以下「職員」という。）及びその部署

又は警察部外の者（以下「部外者」という。）若しくはその団体による警察上の功労に

対して行う表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

第 2章 総監賞

（警視総監の行う表彰）

第 2条 警視総監の行う表彰は、次のとおりとする。（か、つ）

(1) 警察功績章

職員として特に顕著な功労があると認められる者に対して退職時に行う表彰

(2) 賞詞

職員として多大の功労があると認められる者に対して行う表彰

(3) 賞状

警察職務遂行上顕著な業績があると認められる部署に対して行う表彰

(4) 賞誉

職員として功労があり若しくは成績が優秀であると認められる者に対し、又は業

績が優秀であると認められる部署に対して行う表彰

(5) 感謝状

警察上の功労があると認められる部外者又はその団体に対して行う表彰

（副賞）

第 3条 前条の表彰には、副賞金又は副賞品を附与することができる。（つ）

（部内表彰の範囲）

第 4 条 職員又はその部署の表彰は、次の各号の一にあてはまり特に功労があると認め

られるものについて行う。

(1) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕

(2) 水火災その他の災害又は変事における警戒防護若しくは救護

(3) 生命、身体、財産の保護

(4) 警察の威信を高揚し、又は社会の称讃を受けた行為

(5) 勤続満 20年（在職中死亡した者は 15年）以上におよび品行方正にして職務に
勉励したもの

(6) 実務成績又は研修成績が優秀で他の模範と認められるもの

(7) 前各号のほか、警察上重要な事務の処理又は職務の執行

2 前項第 6号の研修成績優秀の者に対する表彰は、警務部長が行うことができる。



（部外表彰の範囲）

第 5 条 部外者又はその団体の表彰は、次の各号の一にあてはまり警察に対して特に協

力したと認められるものについて行う。

(1) 犯罪の予防、鎮圧、捜査又は被疑者の逮捕に関する協力

(2) 水火災その他の災害又は変事における警戒、防護若しくは救護に関する協力

(3) 人命救助

(4) 前各号のほか、警察上重要な事項に関する協力

（表彰状及び感謝状の様式）

第 6 条 職員又はその部署に対して表彰を行うときは、その種別に応じ、様式第 1 から
様式第 8までの表彰状を用い、部外者又はその団体に対してこれを行うときは、様式第
9 及び様式第 10の感謝状を用いるものとする。（か）

（死亡又は辞職時における表彰）

第 7 条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡又は辞職したときは、生前又は辞職の日

にさかのぼつて表彰を行なうものとする。（か、つ）

2 前項による死亡者の表彰に当たつては、表彰状、感謝状並びに副賞金及び副賞品は、

その遺族に交付する。

3 前項によつて交付を受ける遺族の範囲及び順位については、地方公務員災害補償法（昭

和 42年法律第 121号）第 37条の規定を準用する。

（表彰の取りやめ）

第 8 条 表彰を受けるべき者が、表彰前に刑事事件で起訴され、又は懲戒処分に付され

る等表彰することが不適当と認められる事態が生じたときは、表彰を行わないことがで

きる。

（表彰の等級）

第 9 条 第 2 条に規定する賞詞、賞誉及び感謝状の等級は、次のとおりとする。（よ）
(1) 賞詞 特級及び 1級から 3級まで
(2) 賞誉及び感謝状 1級から 3級まで

第 3章 副総監賞、部長賞等、方面本部長賞及び所属長賞（ら）

（副総監賞）

第 9条の 2 副総監は、部門を横断して行う総合的な対策について、功労があると認めら

れる部署を賞することができる。（ら）

（部長賞等）

第 10 条 部長（犯罪抑止対策本部長、人身安全関連事案総合対策本部長、サイバーセキ

ュリティ対策本部長及びオリンピック・パラリンピック競技大会総合対策本部長を含



む。以下同じ。）は、その主管事務について、功労があると認められる職員又はその部

署を賞することができる。（は、な、む、う、ゐ）

2 部長は、総監賞に至らない功労がある部外者又はその団体を賞することができる。

（方面本部長賞）

第 11 条 方面本部長は、功労のある方面区内警察署の職員又はその部署を賞することが

できる。（は、つ）

2 方面本部長は、その取扱つた事案について特に必要がある場合は、方面区内警察署以

外の職員又はその部署を賞することができる。

3 前 2項の場合において、部署を賞するときは、主管部長及び警務部長と協議するもの
とする。

（所属長賞）

第 12条 所属長は、功労がある部下職員を賞することができる。（は、に）

2 所属長は、その主管事務又はその部署で処理した事案について特に必要がある場合は、

所属職員以外の職員を賞することができる。

3 所属長は、総監賞又は部長賞に至らない功労がある部外者又はその団体を賞すること

ができる。

第 4章 上申手続

（表彰上申）

第 13 条 所属長は、第 4条第 1項又は第 5条に規定する功労があると認めたときは、そ
の都度、様式第 11から様式第 19までにより、意見を具して速やかに表彰上申をしなけ
ればならない。ただし、第 4条第 1項第 5号又は第 6号にあてはまる表彰上申は警務部
長の定めるところによる。（か、つ）

2 第 5条各号の一にあてはまる功労で所管の明らかでないものについては、その事件を
処理し、又は最初に事実を知つた所属長が上申しなければならない。

（添付書類）

第 14 条 前条の規定による上申の場合、必要あるときは、次の各号の書類を添付するも

のとする。（つ）

(1) 調査報告書

(2) 逮捕手続書及び功労者の報告書又は関係者の供述書の写

(3) 犯罪検挙（被疑者、余罪）一覧表その他功績事実を証明する資料

(4) 表彰を受けるべき者の履歴書、身上及び勤務成績に関する書類の写

（留意事項）

第 15条 表彰上申については、次の各号によらなければならない。（つ）

(1) 功労に関係する他の所属職員があるときは、関係所属長と協議の上、表彰上申



すること。ただし、事案の性質及び状況等により特に必要あると認めるときは、

その事案を主管する部長又は指揮に当たつた上級指揮者が表彰上申をすること。

(2) 功労事項が相互に関連又は連続の関係にあるものは、同一事件として取り扱う

こと。

(3) 功労者が 2人以上の場合は、その功労順位を明確にすること。
(4) 表彰上申後において、辞職、懲戒、昇任、配置換又は死亡その他身分に異動が

あつたときは、すみやかに追申すること。

（警察勲功章、警察協力章等の上申手続）

第 16 条 警視総監は、警察勲功章、警察功労章若しくは警察協力章又は警察庁長官の授

与する警察功績章、賞詞、賞状若しくは感謝状にあたる功労があると認められる表彰

事案については、表彰規則の定めるところにより警察庁長官に上申するものとする。

第 5章 表彰審査委員会

（表彰の審査及び審査委員会）

第 17 条 表彰の適正を期するため、警視庁本部に警視庁警察表彰審査委員会（以下「委

員会」という。）を置く。

2 警視総監は、第 2条の表彰及び前条に定める上申を行うにあたり、必要あるときは、
その事案を委員会の審査に付するものとする。

（委員会の組織）

第 18条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。（は、ほ、へ、と、ち、り、ぬ、

る、を、わ、た、れ、そ、つ、ね、な、む、う、ゐ）

2 委員長は警務部長とし、委員は人事第一課長、人事第二課長、企画課長、交通総務課

長、警備第一課長、地域総務課長、公安総務課長、刑事総務課長、生活安全総務課長、

組織犯罪対策総務課長、第一方面本部長、犯罪抑止対策本部副本部長、人身安全関連事

案総合対策本部副本部長、サイバーセキュリティ対策本部副本部長及びオリンピック・

パラリンピック競技大会総合対策本部副本部長をもつてこれにあて、その任期はその職

に在任中とする。

3 委員会の事務を処理させるため、委員会に書記を置く。書記は、人事第一課課長代理

を充てる。

（委員長の任務及び代理）

第 19条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。（わ、つ）

2 委員長に事故あるときは、人事第一課長たる委員が委員長の職務を代理する。

（定足数及び議決）

第 20 条 委員会は、委員長及び委員 2 人以上の出席がなければ会議を開き、審査するこ
とができない。



2 委員会の審査は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。

（関係者の招致）

第 21 条 委員会の審査は、書面審査とする。但し、必要があるときは、関係者の出席を

求めて、その実情を聴取することができる。

（答申）

第 22条 委員長は、審査の結果を警視総監に答申しなければならない。

第 6章 補則

（表彰決定の通知）

第 23 条 警務部長は、上申された功労事案について表彰が決定された場合は、人事情報

管理システムにより人事ファイルに必要事項を登録するとともに、様式第 20 及び様式
第 21の通知書により、上申した所属長に通知するものとする。（か、つ）

（この規程実施上必要な事項）

第 24条 この規程実施について必要な事項は、警務部長が定めるものとする。

附 則

（施行期日）

1 この訓令は、昭和 30年 1月 1日から施行する。
（廃止規定）

2 警視庁警察表彰取扱規程（昭和 27年 12月訓令甲第 48号）は、廃止する。
以下改正付則抄録

付 則（昭和 44年 4月訓令甲第 11号）
この訓令は、昭和 44年 5月 1日から施行する。ただし、警察功績章については、同年 1

月 1日から適用する。

警察功績章 （様式第１）

賞詞 （様式第２）

賞状 （様式第３）

死亡時における賞詞・賞誉 （様式第４）

永年勤続の賞誉 （様式第５）

賞誉１・２級 （様式第６）

賞誉３級 （様式第７）

研修成績優秀者に対する賞誉 （様式第８）

事件功労に対する感謝状 （様式第９）



累績功労に対する感謝状 （様式第 10）
部内事件功労 （様式第 11）
部内その他 （様式第 12）
部内団体賞 （様式第 13）
部内事件功労補助用紙 （様式第 14）
永年勤続 （様式第 15）
優秀・優良職員功績調書 （様式第 16）
部外事件功労 （様式第 17）
部外人命救助 （様式第 18）
部外警察協力 （様式第 19）
警察表彰（部内）の決定について （様式第 20）
警察表彰（部外）の決定について （様式第 21）























別記様式第１１（部内事件功労） （１枚目）

上申 第 号
平成 年 月 日

殿
長

件

名

※表彰・副賞金 現所属 係名 階 級 氏名（職員番号） 年齢 従事期間 順位

日間

功労内容

日間

功労内容
功

日間

功労内容

日間

労 功労内容

日間

功労内容

日間
者
功労内容

日間

功労内容

日間

功労内容

事

案

の

概

要

上
申
意
見

※については記載しないこと。



（２枚目）

捜査 捜査 平 ． ． 捜査 都 道 延
端緒 期間 ～ 平 ． ． 範囲 府 県 人員 名

逮捕等罪名 起訴等罪名 判決罪名

同上年月日 平 ． ． 同上年月日 平 ． ． 同上量刑

主 本（国）籍、住居、職業（組織等）、氏名、年齢 起 訴 不起訴 その他
犯
被 身 柄
疑 拘 束 人 人 人
者
人 身 柄
定 外 名（うち暴力団員 名） 不拘束 人 人 人

押 け ん 銃 等 麻薬・覚せい剤 そ の 他
収
物
等 丁 ｇ

強 盗 件、 強 姦 件、 放 火 件、 詐 欺 件
その他（ ） 件

余
手 口 件 数 既 届 数 非 手 口 件 数 既 届 数

侵
侵

罪 入
入

盗
盗

等
送 致 被 害 還付総額
件 数 総 額 （時価）

功

労

内

容

捜

査

状

況

・

効

果

等

取扱者連絡先（階級・氏名・電話） （電話 ）



別記様式第１２（部内その他） （１枚目）

上申 第 号
平成 年 月 日

殿
長

件
名

※表彰・副賞金 現所属 係名 階 級 氏名（職員番号） 年齢 従事期間 順位

日間

功労内容

日間
功
功労内容

日間

功労内容

日間
労
功労内容

日間

功労内容

日間
者
功労内容

日間

功労内容

日間

功労内容

本（国）籍 、 住 居 、 職 業 （会社名・役職等）、 氏 名 、年 齢

被

取

扱

者

※については記載しないこと。



（２枚目）

功

労

内

容

取

扱

状

況

・

効

果

等

上

申

意

見

取扱者連絡先（階級・氏名・電話） （電話 ）



別記様式第１３（部内団体賞） （１枚目）

上申 第 号
平成 年 月 日

警 視 総 監 殿
部 長

件 名

功労部署 捜査人員 名 内訳 名 名 名
名 名 名

事件概要

本 籍
住 居
職 業
氏 名
年 齢 年 月 日生（ 歳）

主犯被疑者 逮 捕 罪 名 逮捕年月日 起 訴 罪 名 起訴年月日 判決罪名 量 刑

人 定 等 ． ． ． ．

起 訴 不起訴 その他 そ の 他 参 考 事 項

身柄拘束 人 人 人

身柄不拘束 人 人 人

要 件 端 緒 捜 査 期 間 逮 捕 の 状 況 被 害 程 度

最 高 点 ２ ０ ２ ０ ５ ０ ２ ０

評 価 点 ※ ※ ※ ※

概 要 日間

評 価
要 件 罪 質 社 会 的 反 響 合計点 備 考

最 高 点 ２ ０ ２ ０ １５０

評 価 点 ※ ※ ※

概 要 賞 状

※の評価点欄については記載しないこと。



（２枚目）

(1)

(2)

(3)

被疑者検挙

に至る状況 (4)

(5)

(1)

(2)

功労内容
(3)

(4)

警視総監 実施年月日 階級・氏名
取 扱 者

概要説明 説 明 者 電 話

警視庁ニュ－ス

自警登載の可否 可 ・ 否



別記様式第１４（部内事件功労補助用紙）

件
名

※表彰・副賞金 現所属 係名 階 級 氏名（職員番号） 年齢 従事期間 順位

日間

功労内容

日間

功労内容

日間

功労内容

日間
功
功労内容

日間

功労内容

日間

功労内容

日間

功労内容
労

日間

功労内容

日間

功労内容

日間

功労内容

日間

者 功労内容

日間

功労内容

日間

功労内容

日間

功労内容

※については記載しないこと。



様式第１５（永年勤続） （１枚目）

上申（ ）第 号

年 月 日

警 視 総 監 殿

長

職員表彰上申

表 彰
※ ※ 備 考
種 別

（係 名） ふりがな
氏

名 （階級・職名） （氏 名）

等
生 年 月 日 年 月 日生（ 歳）

採用 採用 採用 採用
階級・職名 官 庁 年月日 階級・職名 官 庁 年月日

階 任用 任命 任用 任命

級 年 月 日 年 月 日

履 年 月 日 年 月 日

歴 年 月 日 年 月 日

年 月 日 勤 続 期 間 年 月 日

休 年 月 日 停 年 月 日 普 年 月 日 特 年 月 日

実 勤 務 期 間 年 月 給 料 級 号給（ 円）

表 彰 種 別 受 賞 年 月 日 表 彰 種 別 受 賞 年 月 日

表 長 官 賞

永 年 勤 続

優 秀 職 員 優 良 職 員
優秀・優良職員

（賞詞１級） （賞誉１級）

彰 功労による賞詞

功労による賞誉 １ 級 件 ２ 級 件 ３ 級 件

勤 総 評 懲戒種別 受戒年月日 懲 戒 内 容
懲

務 年度

成 年度
戒

績 年度

注 １ ※欄は、記入しないこと。
２ 休～（休職）、停～（停職）、普～（普通休養）、特～（特別休養）は、除算
理由を示す。年月日には、それぞれ除算の通算期間を記入すること。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。



（２枚目）

功 労 内 容

功

労

概

要

具

体

的

功

労

内

容

上

申

意

見



様式第１６（優秀・優良職員） （１枚目）

平成 年 月 日

警 視 総 監 殿

長 印

優 秀
職 員 功 績 調 書

優 良

現所属着任年月日 ふりがな

氏
係名（任命年月日） 氏 名

名

等 階級又は職名 生年月日 年 月 日生（ 歳）

職員番号付ゴム印

採用 採用
階級・職名 官 庁 採用任用年月日 階級・職名 官 庁 採用任用年月日

任用 任用
階

年 月 日 年 月 日
級

年 月 日 年 月 日
履

年 月 日 年 月 日
歴

年 月 日 勤 続 期 間 年 月 日

休 年 月 日 停 年 月 日 普 年 月 日 特 年 月 日 育 年 月 日

除 算 期 間 計 年 月 日 実勤務期間 年 月 日

長 官 賞 警 視 総 監 賞 等

受 賞
表 種別 永年表彰 賞 詞 賞 誉 その他の表彰

年 月 日

受 賞 受 賞 受賞 受 賞
. . 年次 種別 種別 種 別

年 月 日 年 月 日 件数 年 月 日

. . . . . . １級 件 都知事 ． .

. . . . . . ２級 件 精励章 ． .

. . . . . . ３級 件 ． .
彰 . . . . 優良職員表彰 合計 件 ． .

. . . . . . ． .
懲戒種別 懲戒年月日 懲 戒 内 容

懲

戒

勤 前 年 度 総 評
務
成
績

備
考

注 １ 優秀、優良の該当文字のいずれかを○で囲むこと。
２ 休～（休職）、停～（停職）、普～（普通休養）、特～（特別休養）、育～（育児休業）
は、除算理由を示す。年月日には、それぞれ除算の通算期間を記載すること。
３ 懲戒処分歴は、すべて記載すること。



（２枚目）

功 労 内 容

功

労

概

要

具

体

的

功

労

内

容

上

申

意

見



別記様式第１７（部外事件功労） （１枚目）

上申 第 号
平成 年 月 日

殿
長

件
名

※表彰種別 人 定 事 項 備 考

住 所
職 業

感謝状 級 勤務先
氏 名

功 年 齢 年 月 日生（ 歳）

住 所
職 業
勤務先
氏 名

労 年 齢 年 月 日生（ 歳）

住 所
職 業
勤務先

者 氏 名
年 齢 年 月 日生（ 歳）

住 所
職 業
勤務先
氏 名
年 齢 年 月 日生（ 歳）

逮捕等罪名 同年月日 年 月 日

本 籍
住 所

被 疑 者 職 業
氏 名 年 月 日生（ 歳）

前科・前歴 余罪見込

事

案

の

概

要

※については記載しないこと。



（２枚目）

端 警察官 職務質問、聞込、告訴告発、自首、訴届出、１１０番、取調、その他

緒 常 人 現行現認、連呼、被害者の要請、第三者の依頼、警察官の依頼、その他

（取扱状況、逮捕時の状況、事後の措置等を記載すること。）

功

労

内

容

上

申

意

見

逮捕・逮捕協力 点
※
犯質・その形態 点

審
被 害 の 程 度 点

査 端緒供与・捜査協力 点

合 計 点

※ 執 行 方 法

※ 通 知 先

取扱者連絡先（階級・氏名・電話） （電話 ）



別記様式第１８（部外人命救助） （１枚目）

上申 第 号
平成 年 月 日

殿
長

件
名

※表彰種別 人 定 事 項 備 考

住 所
職 業

感謝状 級 勤務先
氏 名

功 年 齢 年 月 日生（ 歳）

住 所
職 業
勤務先
氏 名

労 年 齢 年 月 日生（ 歳）

住 所
職 業
勤務先
氏 名

者 年 齢 年 月 日生（ 歳）

住 所
職 業
勤務先
氏 名
年 齢 年 月 日生（ 歳）

被 本 籍
救 住 所
助 職 業
者 氏 名 年 月 日生（ 歳）

事

案

の
（被災の程度）

概

要

※については記載しないこと。



（２枚目）

日時・場所 平成 年 月 日午 時 分ころ

功労者の状態

端
緒

取扱措置の状況（措置時に伴った危険性、困難性、天候、地理的条件等）、事後の措置、
効果を記載のこと。

功

労

内

容

上
申
意
見

※

審 救 助 功 労

査 点

※ 執 行 方 法

※ 通 知 先

取扱者連絡先（階級・氏名・電話） （電話 ）



別記様式第１９（部外警察協力） （１枚目）

上申 第 号
平成 年 月 日

殿
長

件
名

※表彰種別 人 定 事 項 備 考

功 本 籍
住 所

労 感謝状 級 職 業
勤務先

者 氏 名
年 齢 年 月 日生（ 歳）

名 称 入会年月日 年 月 日 通算協力年数

役 職 名 就任年月日 年 月 日 年 月
加

年 月 日 ～ 年 月 日
入

年 月 日 ～ 年 月 日
協

年 月 日 ～ 年 月 日
力

年 月 日 ～ 年 月 日
組 役 職 歴

年 月 日 ～ 年 月 日
織

年 月 日 ～ 年 月 日
等

その他の役職

（主なものを記載すること。）

表 彰 歴

※については記載しないこと。



（２枚目）

死亡・辞任年月日 平成 年 月 日（ 曜日）付 午前・後 時 分

死亡原因・場所

辞 任 理 由 等

功

労

内

容

上
申
意
見

（家族関係、葬儀関係等を記載すること。）
参

考

事

項

※ 執 行 方 法

取扱者連絡先（階級・氏名・電話） （電話 ）






